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1.  本書の位置づけ 

（仮称）神戸市第二学校給食センター整備・運営事業 落札者決定基準（以下「落札者決定基

準」という。）は、神戸市（以下「市」という。）が、（仮称）神戸市第二学校給食センター整備・

運営事業（以下「本事業」という。）を実施する事業者（以下「事業者」という。）の募集及び選

定を行うにあたって、入札参加者へ公表する入札説明書と一体のものである。 

落札者決定基準は、落札者を決定するにあたって、最も優れた提案を行った入札参加者（以下

「最優秀提案者」という。）を選定するための方法及び評価項目等を示し、入札参加者の行う提案

に具体的な指針を与えるものである。 

 

2.  事業者選定の概要 

2.1.  事業者選定方式 

本事業を実施する事業者には、設計・建設段階から維持管理・運営段階の各業務を通じて、効

率的・効果的かつ安定的・継続的なサービスの提供を求めるものであり、事業者の幅広い技術的

能力及び総合力が必要となる。したがって、事業者の募集及び選定を行うにあたっては、入札価

格とともに、事業能力、設計・建設能力及び維持管理・運営能力等のその他の条件を総合的に評

価し落札者を決定する、総合評価落札方式による一般競争入札をもって行う。 

 

2.2.  事業者選定方法 

事業者の選定は、二段階の審査により実施し、第一次審査として入札参加資格審査、第二次審

査として提案内容審査（入札価格の適格審査、必須項目審査、加点項目審査、総合評価点の算定）

を行う。なお、入札参加資格審査は、提案内容審査の対象となる入札参加者を選定するためにの

み行うこととし、入札参加資格審査の具体的な内容について、これを提案内容審査に持ち越さな

いものとする。 

 

2.3.  事業者選定の体制 

審査にあたっては、市が設置した神戸市学校給食センター整備・運営 PFI事業者選定委員会（以

下「選定委員会」という。）において、落札者決定基準に関する審議並びに入札参加者より提出さ

れた入札書及び提案書の審査を行い、最優秀提案者を選定する。 

なお、選定委員会は、下表の５名の委員で構成され、選定委員会における審査は非公開とする。 

 

【選定委員会の委員】 

委員長 鳥巣 茂樹 武庫川大学建築学部建築学科 教授 

委員 内田 浩史 神戸大学大学院経営学研究科 教授 

〃 橘 ゆかり 神戸松蔭女子学院大学人間科学部食物栄養学科 教授 

〃 辰巳 八栄子 辰巳公認会計士事務所 公認会計士・税理士 

〃 内藤 義彦 武庫川女子大学食物栄養科学部食物栄養学科（公衆衛生） 教授 
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3.  選定の手順 

選定の手順は、次のとおりとする。 

 

(1)  入札参加資格審査（第一次審査） 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  提案内容審査（第二次審査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資格要件を満たさない場合 

入札参加資格審査書類の受付 

入札参加資格審査 

失格 

入札書及び提案書の受付 

入札価格の適格審査（開札） 

必須項目審査 

加点項目審査 

総合評価点の算定 

最優秀提案者の選定 

落札者の決定 

予定価格を超える場合 
失格 

必須項目を満たさない場合 
失格 

入札価格の開示 



 

 

- 3 - 

3.2.  入札参加資格審査（第一次審査） 

入札参加資格の審査では、入札参加者の備えるべき入札参加資格要件（入札説明書に規定され

ている要件）を満たしているかどうかの審査を行う。１項目でも当該要件を満たしていない場合

は、欠格（入札参加資格がない）とする。 

 

3.3.  提案内容審査（第二次審査） 

3.3.1.  入札書及び提案資料の確認 

提出された入札書及び提案書を確認し、様式集に記載した提出書類がすべて揃っていることを

確認する。入札書及び提案書に不備がある場合は、失格とする。 

 

3.3.2.  入札価格の確認 

市は、入札書に記載された入札価格が予定価格を超えていないことを確認する。入札価格が予

定価格を超える場合は、失格とする。 

 

3.3.3.  必須項目審査 

入札参加者の提出した提案書の内容が、市が必須とする項目（必須項目）を充足しているかを

確認する。 

提案内容が必須項目を満たさない場合は失格とする。 

必須項目審査は以下のとおりとする。 

ア 要求水準書の要求水準が未達でないこと。 

イ 入札説明書に示す要件及び様式集に示す提案書の作成に関する条件について違反のない

こと。 

 

3.3.4.  加点項目審査 

提案書のうち、市が特に重視する項目（加点項目）について、その提案が優れていると認めら

れるものについては、その程度に応じて性能点を付与する。 

性能点は、評価項目ごとに５段階で評価し、全体で 700点満点とする。 

加点項目審査の評価基準、採点の基準は、次のとおりとする。 
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(1)  加点項目審査の評価基準 

a） 事業計画に関する提案 

評価項目 配点 様式 

事
業
計
画 

①事業実施方針、実施体制 

 本事業の目的、施設の役割等に合致した事業実施方針について優れた

提案がなされているか。 

 上記の事業実施方針を具現化するため、必要人員の確保等を含め、事業

期間全体にわたる実施体制について優れた提案がなされているか。 

 各業務の品質確保に資する体制、品質の低下の兆候を早期に発見して

自主的に改善が図られる仕組みについて優れた提案がなされている

か。 

 安全で衛生的な施設の整備・維持管理・運営等、本事業の基本理念に即

した優れた提案がなされているか。 

50 
様式 

33-1 

②資金調達・返済計画の確実性・安定性 

 資金調達の確実性と安定性について優れた提案がなされているか。 

 毎年度の収支計画の確実性と安定性について優れた提案がなされてい

るか。 

 金利変動や不測の資金需要への対応について優れた提案がなされてい

るか。 

30 
様式 

33-2 

③リスク管理の方針 

 工事に係る資材等の価格高騰や人材不足、供用開始の遅延、事業性の悪

化など本事業に付随するリスク分析について優れた提案がなされてい

るか。 

 リスクを顕在化させない仕組みについて優れた提案がなされている

か。 

 リスクが顕在化した場合の対応策について優れた提案がなされている

か。 

50 
様式 

33-3 

（計） 130  

 

b） 設計・建設に関する提案 

評価項目 配点 様式 

設
計
・
建
設 

①配置計画・外部動線 

 配置計画・動線計画において安全性・防災性・機能性に配慮した優れた

提案がなされているか。 

 配置計画・動線計画において、交通安全等周辺施設や将来的に整備され

る増築センターに配慮した優れた提案がなされているか。 

50 
様式 

34-1 

②内部計画 

 給食エリアのゾーニング、配置計画、動線計画について、安全衛生や機

能性及び作業環境等の観点から優れた提案がなされているか。 

 温熱環境等、施設整備の観点から従業員の労働環境の向上について優

れた提案がなされているか。 

40 
様式 

34-2 
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評価項目 配点 様式 

設
計
・
建
設 

③施工計画 

 交通渋滞その他建設工事に伴う近隣及び周辺施設の利用者への影響を

最小限に抑えるための工夫について優れた提案がなされているか。 

 工事期間中の安全管理について優れた提案がなされているか。 

25 
様式 

34-3 

④地球環境・ライフサイクルコストへの配慮 

 エコマテリアルの採用、省エネルギー、省資源化など、環境負荷低減に

ついて優れた提案がなされているか。 

 ライフサイクルコストの低減、施設の長寿命化について優れた提案が

なされているか。 

 建築設備及び調理設備に関する計画は、将来における機器更新や修繕

について配慮した優れた提案がなされているか。 

35 
様式 

34-4 

（計） 150  

 

c） 開業準備に関する提案 

評価項目 配点 様式 

開
業
準
備 

①円滑な供用開始に配慮した開業準備 

 各業務間の連携や市との連携を含め、供用開始後の運営を円滑に実施

するための開業準備について優れた提案がなされているか。 
20 

様式 

35-1 

35-2 

（計） 20  

 

d） 維持管理に関する提案 

評価項目 配点 様式 

維
持
管
理 

①地球環境負荷の低減への配慮（運営業務からの観点を含む） 

 省エネルギー、省資源化など、環境負荷低減を図る方策及び検証方法と

その実効性について優れた提案がなされているか。 

30 
様式 

36-1 

②修繕計画 

 予防保全を基本とした劣化等による危険・障害の未然防止について優

れた提案がなされているか。 

 維持管理コストの低減や調理設備の長寿命化について優れた提案がな

されているか。 

30 
様式 

36-2 

（計） 60  

 

e） 運営に関する提案 

評価項目 配点 様式 

運
営 

①おいしい給食の提供 

 多様な献立に対応できる体制や方策について優れた提案がなされてい

るか。 

 おいしい給食の提供及び食べ残し抑制への方策について優れた提案が

なされているか。 

50 
様式 

37-1 
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評価項目 配点 様式 

運
営 

②安全衛生 

 調理業務において食中毒事故及び異物混入の防止を高水準で管理する

ための優れた提案がなされているか。 

 安全衛生の観点から定められた基準を満たす適温での給食提供が確実

に行われるための優れた提案がなされているか。 

 安全衛生を確保するための従業員の教育について優れた提案がなされ

ているか。 

50 
様式 

37-2 

③食物アレルギー対応 

 アレルギー対応食をおいしく、かつ衛生的、安全確実に調理するための

体制や方策について優れた提案がなされているか。 

 除去すべき食材の混入の防止を高水準で管理するための優れた提案が

なされているか。 

40 
様式 

37-3 

④配送・回収 

 調理後２時間以内喫食が可能な配送計画について、効率が良く優れた

提案がなされているか。 

 交通渋滞や交通事故等に備え、実効性のある具体的な対策について優

れた提案がなされているか。 

 誤配等を防止するための優れた提案がなされているか。 

 安全・衛生の確保について優れた提案がなされているか。 

45 
様式 

37-4 

⑤従業員の健康管理 

 従業員の健康管理について優れた提案がなされているか。 

 特にノロウイルスや O-157 による食中毒、新型コロナウィルス感染症

をはじめとする新興感染症に関しては、その発生を未然に防ぐための

優れた提案がなされているか。 

30 
様式 

37-5 

⑥食育支援 

 食育推進において、本事業の基本理念等に即した優れた提案がなされ

ているか。 

 児童・生徒にとって魅力ある優れた提案がなされているか。 

30 
様式 

37-6 

⑦周辺環境への配慮 

・朝の通勤時間帯における交通渋滞の負荷を最小限に抑えるための従業

員の通勤方法等の工夫について優れた提案がなされているか。 

25 
様式 

37-7 

（計） 270  

 

  



 

 

- 7 - 

f） その他に関する提案 

評価項目 配点 様式 

そ
の
他
に
関
す
る
提
案 

①地域経済（定性評価） 

 市内事業者や市民の活用、地元の学校給食調理の経験者雇用等、地域経

済に貢献する優れた提案がなされているか。 

20 
様式 

38-1-1 

②地域経済（定量評価） 

 市内事業者への発注額はどの程度か（下表により得点化）。 

評価ランク 得点 

100％ 15点 

90％以上 100％未満 10点 

70％以上 90％未満 5点 

70％未満 0点 

評価ランクは下式で算出 

評価ランク（％）＝ 

入札参加者の市内事業者への発注額 

／入札参加者のうちの市内事業者への最高発注額×100 

15 
様式 

38-1-2 

③付帯事業 

 事業者独自の付帯事業の提案があり、かつ地域の活性化に寄与する優

れた提案がなされているか。 

35 
様式 

38-2 

（計） 70  

 

(2)  採点の基準 

評価項目ごとの評価の視点に基づいて、提案内容を審査し、以下に示す判断基準により性能

点を付与する。 

評価内容 採点レート 

A 
要求水準書の記載を超える提案がなされており、その内容が

特に優れている 
当該項目の配点×100％ 

B A と C の中間の提案内容 当該項目の配点×75％ 

C 
要求水準書の記載を超える提案がなされており、その内容が

優れている 
当該項目の配点×50％ 

D C と E の中間の提案内容 当該項目の配点×25％ 

E 要求水準書の記載を超えない提案内容 当該項目の配点×0％ 
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3.3.5.  入札価格の得点化方法 

入札価格を対象として、次に示す方法に基づき価格点を付与する。 

 加点項目審査に進んだ全入札参加者のうち、入札価格が最低である者を第１位とし、価格

点の満点である 300点を付与する。 

 その他の入札参加者の価格点は、第１位の入札価格（最低入札価格）と当該入札参加者の

入札価格（当該入札価格）との比率により算出する。算出した得点の小数点第３位を四捨

五入する。 

 

価格点 ＝ 300点 × （最低入札価格／当該入札価格） 

 

3.3.6.  総合評価 

選定委員会は、算定した性能点と価格点の合計（総合評価点）が最も高い提案を最優秀提案と

して選定する。 

 

総合評価点 ＝ 性能点（700点満点） ＋ 価格点（300点満点） 

 

4.  落札者の決定 

4.1.  落札者の決定 

市は、入札参加資格確認審査及び提案内容審査の結果により選定された最優秀提案者を落札者

として決定する。ただし、最優秀提案者が複数いるとき（総合評価点が同点のとき）は、性能点

が最も高い者を落札者とする。なお、性能点も同点の場合は、配点が 40点以上の審査項目におけ

る性能点の合計が高い者を落札者とする。 

 

4.2.  結果及び評価の公表 

市は、選定委員会における審査結果を取りまとめて、各入札参加者の代表企業に書面にて通知

後、市のホームページ等で公表する。なお、当該公表では、落札者決定基準に定める加点項目審

査に係る各審査項目において各入札参加者が獲得した得点も公表する予定である。 

 

4.3.  落札者を決定しない場合の措置 

入札参加者の募集、評価及び落札者の決定において、最終的に入札参加者がない場合には、落

札者を決定せず、その旨を市のホームページ等で速やかに公表する。 

なお、入札参加者が１者であった場合も入札参加資格審査及び提案内容審査を実施し、事業者

として適切と判定された場合において、当該提案を最優秀提案と選定する。 

ただし、入札参加資格審査及び加点項目審査を除く提案内容審査において失格となった場合及

び加点項目審査において事業者として適切ではないと判定された場合（性能点が 700点中 420点

未満の場合）は、本入札は成立しないものとする。 


